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「税務システム等標準化検討会軽自動車税ワーキングチーム（WT）」 

第４回帳票 WT議事概要 

 

日 時：令和２年１０月２３日（金）９：００～１２：００ 

場 所：WEB開催 

出席者（敬称略）： 

（構成員） 

横山 隆志 浜松市財務部 市民税課 副主幹 

峯松 拓吾 神戸市行財政局 税務部 法人税務課 軽自動車税担当 係長 

大塚 樹里子 前橋市財務部 市民税課 主任 

小林 珠子 三鷹市市民部 市民税課 税務管理係 主任 

田平 江里 飯田市総務部 税務課 諸税係 主査 

市川 和夫 富士市総務部 情報政策課 主幹 

山本 修平 豊橋市財務部 資産税課 主事 

溝渕 陽子 南国市税務課 係長 

本山 政志 埼玉県町村会情報システム共同化推進室 室長 

三上 貞昭 地方税共同機構システム部 運営管理グループ 課長 

吉本 明平 一般財団法人 全国地域情報化推進協会（APPLIC）企画部 担当部長 

三木 浩平 内閣官房情報通信技術総合戦略室 政府 CIO補佐官 

 

欠席：小林 佑輔 三条市総務部 税務課 係長 

 

（総務省） 

谷 剛史  総務省自治税務局 都道府県税課 自動車税制企画室 理事官 

前川 雄一郎 総務省自治税務局 都道府県税課 自動車税制企画室 係長 

宇良 颯  総務省自治税務局 都道府県税課 自動車税制企画室 事務官 

 

 

【議事次第】 

帳票 WT①②議事の照会結果を踏まえた調整 

 

【意見交換（概要）】 

■（資料２）追加外部帳票 8～11.住民票/戸籍附票照会について 

○ 照会・回答様式は一体型か。回答の際、照会文書を控えることができる必要があるのではないか。 

○ 当市では切り離し可能な帳票となっているが、照会・回答を別紙の帳票としても問題はない。 

→帳票概要に、「照会文書は、照会を受けた団体において保管ができるよう切り離し可能な帳票等とす

る」と追記する。 

 

■（資料４）外部帳票（最終案）1．納税通知書（納付書払い）について 
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○ 納税義務者番号は宛名番号と同一の認識で問題ない。当市では通知書に印字。 

○ 当市でも印字されている。問い合わせ対応等に活用。特に複数車両保有の納税義務者の特定等に有用。 

○ 個人に関する情報の印字は必要最低限にしたいため、宛名番号を印字することは難しい。オプションと

してほしい。 

→各団体における活用実態等も考慮し、オプションとする。 

 

■（資料４）10～14.減免申請書/減免決定通知書の様式について 

○ 当市では決定通知書は分ける必要はないが、申請書は身障者用独自の記入欄があるため別途必要。 

○ 同じく、申請書は分けていただきたい。 

○ 当市では決定通知書も分けている。 

→各団体における活用実態等も踏まえ、当初案のとおり、汎用と身障者用を定義する。申請書について

も同様とする。 

 

■（資料６）25.重課税対象一覧 

○ 当市では当初賦課の直前、J-lis から翌年度重課対象の車両のデータを csv でダウンロードしたもの

と、システム上に登録されている翌年度重課対象の車両を EUC 機能によって csvで出力したものとを突

合して確認作業を行っている。その際に今年度中に登録申請があった車両を抽出することもあるため、

申請年月日も印字できた方がよい。 

→ご意見を踏まえて、追記する。 

以上 


